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	[bookmark: _Hlk108511648]　浦安市では令和４年10月に「浦安市公共施設等におけるキッチンカー等出店

	基本方針」定め、利便性の向上とにぎわいの創出に向けた取り組みを進めていま

	す。この基本方針では、公共的団体（浦安商工会議所等）が浦安市とキッチン

	カー事業者の仲介を行う形で実施することが定められていることから、浦安市

	（みどり公園課）と調整を進めてきたところです。

	これにより、令和６年３月12日に「公園内における移動販売（キッチンカー）

	等事業者募集要項」を定め、令和６年度から8年度までは適切に運営が行われて

	います。

	　また、キッチンカーの出店を希望して、新たに浦安商工会議所の会員となる事

	業者もいる状況です。

	



起　案　用　紙（続き）
	つきましては、令和８年度において、改めて「公園内における移動販売（キ

	ッチンカー）等事業者募集要項」を定め、この要項に基づいて引き続き事業を実

	施し、出店事業者を募集します。

	　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

	１．目　的　　公園の利用促進や魅力向上を図るとともに、浦安商工会議所会

	員事業所の飲食店に対する販路拡大と販売機会を提供する。

	２．募集概要

	　（１）募集方法　　浦安商工会議所のホームページで周知する

	　　　　　　　　　　…浦安市のホームページでリンクを張る

	　　　　①キッチンカーの事業者は数社に限られるため、progressへは掲載し

	ない。

	②出店実績のある事業者等は個別にメールでお知らせする。

	　（２）出店公園　　浦安市総合公園（浦安市明海７丁目）

	　（３）出店対象者

	　　　　①浦安商工会議所会員の内、飲食物販売事業者による移動販売者

	　　　　②出店対象者は原則として、事業所在地を次の地域に限定する

	　　　　　　千葉県…浦安市・市川市・船橋市・習志野市

	　　　　　　東京都…江戸川区・江東区

	　（４）出店期間　　令和８年４月１日から令和９年３月31日までの期間

	　（５）出店料　　　１台１日1,230円（内税）

	　　　　①１日の売上額が2万５千円未満（内税）の場合は、出店料は

	1,230円（内税）とする。

	②２万５千円以上（内税）の場合は、売上額×５％を出店料とする

	③荒天等やむを得ない事情で出店できない場合は、出店料の請求を

	行わない。

	




起　案　用　紙（続き）
	④出店料の精算については、出店者からの出店報告書にて確認をし、

	出店取消となった日数分を控除して請求書を発行する。

	　　　　⑤出店を取り消しする際は変更理由書の提出を提出してもらうものと

	　　　　　する。ただし、天候不良による出店取り消しの場合は電話もしくは

	　　　　　電子メールでの連絡も可とする。

	３．応募方法

	　（１）募集期間　　令和８年３月25日（水）から令和９年２月26日（金）

	　　　　　　　　　まで

	（２）応募書類　　出店申請書・営業許可書（写）等

	４．審査手続き

	　　　事業者から「出店申請書」を受理した後に、浦安商工会議所が要件等を審

	　　査し、適格と認められるか判断する。

	　　　適格と判断した場合は、浦安商工会議所から浦安市（みどり公園課）へ「占

	有許可申請」を行い、許可を得た後に事業者へ「総合公園出店証」を交付する。

	５．添付資料

	　（１）「公園内における移動販売（キッチンカー）等事業者」募集要項

	　（２）「公園内における移動販売（キッチンカー）等事業者」出店申請書

	　（３）総合公園全体図

	　（４）ホームページ掲載画面　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	　（５）変更理由書　　

	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

	

	

	

	

	

	



